
14広報いが市 2015 年（平成 27 年） 11 月１日号15 広報いが市 2015 年（平成 27 年） 11 月１日号

11 月は児童虐待防止推進月間
◆ あなたの電話で救われる子どもがいます

　子どもたちを虐待から守るため、虐待かもと思った
らすぐにお電話ください。連絡は匿名で行うことも可
能です。通告は支援の始まりです。
　児童虐待とは次のような行為です。

◆乳幼児揺さぶられ症候群をご存じですか
　赤ちゃんが泣き止まないからと言って、激しく揺さ
ぶらないでください。
　見た目にはわかりにくいですが、頭（脳や網膜）に

損傷を受け、重い障がいが残ったり命を落としたりす
ることもあります。
　どうしても泣き止まないときは、赤ちゃんを安全な
ところに寝かせて少しの間その場を離れ、まずは自分
の気持ちを落ち着かせましょう。
【児童虐待の相談・通報・通告先】
　子どもの養育について悩みがある場合も、気軽にご
相談ください。
○福祉相談調整課　☎ 22-9609
○学校教育課　☎ 47-1283
○健康推進課　☎ 22-9653　○各支所住民福祉課
○三重県伊賀児童相談所　☎ 24-8060
○伊賀警察署生活安全課　☎ 21-0110
○名張警察署生活安全課　☎ 62-0110
○伊賀少年サポートセンター　☎ 64-7837
○三重県中勢児童相談所（午後５時以降や土・日曜日、
　祝日の緊急時）　☎ 059-231-5901
○児童相談所全国共通ダイヤル　☎ 189
○お近くの民生委員・児童委員、子どもが通っている
　学校や保育所（園）・幼稚園など

【問い合わせ】こども家庭課
　☎ 22-9654　ＦＡＸ   22-9646

《身体的虐待》殴る、蹴る、投げ落とす、叩きつける、
激しく揺さぶる、やけどを負わせるなど
《性的虐待》子どもへの性的行為、性的行為を見せ
る、ポルノグラフィの被写体にするなど
《ネグレクト》家に閉じ込める、食事を与えない、
ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い
病気になっても病院に連れて行かないなど
《心理的虐待》言葉による脅し、無視、きょうだい
間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して
暴力をふるう（ドメスティックバイオレンス：DV）
など

　「伊賀市男女共同参画基本計画」は、男女共同参画
社会の実現に向け、地域の実状に沿いながら、市が市
民、事業者などと協働で男女共同参画の推進に関する
施策を総合的かつ計画的に進めるための計画です。
　このたび平成 28 年度からの第３次基本計画中間案
がまとまりましたので、市民の皆さんのご意見を募集
します。
【募集内容】
　第３次伊賀市男女共同参画基本計画中間案に対する
ご意見
【閲覧場所】
①市ホームページ
②人権政策・男女共同参画課（男女共同参画センター）

③各支所振興課
④各地区市民センター
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・件名を記入し、ご意見（「該
当箇所」とそれに対する「意見内容」）を記載の上、郵送・
ファックス・Ｅメール・持参のいずれかで提出してく
ださい。
※提出いただいたご意見・ご提案は計画策定の検討資
　料とし、後日とりまとめの上、市ホームページ、人権
　政策・男女共同参画課、各支所振興課で公表します。
※個別の回答は行いません。
※いただいた意見書などは返却しません。
【提出期限】　12 月２日㈬　※必着

パブリックコメント（ご意見）
募集

第３次伊賀市男女共同参画
基本計画（中間案）

【提出先・問い合わせ】
　〒 518-0873
　伊賀市上野丸之内 500 番地
　伊賀市人権生活環境部人権政策・男女共同参画課

　☎ 22-9632　ＦＡＸ   22-9666
　　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp
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放課後児童クラブ利用希望者募集
◆ 来春４月からの利用を希望する人はお申し込みください

放課後児童クラブとは？
　共働きなどで、学校終了後などに保護者が家庭にい
ない小学生を対象に、専任の指導員が家族に代わって
適切な遊びや生活の場を提供します。

※来春４月から設置予定の成和西放課後児童クラブ
　（仮称）、成和東放課後児童クラブ（仮称）の募集に
　ついては、後日改めて案内します。
【受付期間】
　11 月９日㈪～ 30 日㈪　午後３時～６時
※土・日曜日、祝日を除く。
【対象者】　小学生　※低学年から優先します。
※申請者が多数の場合は利用できないことがあります。
【利用料】　通常利用（平日の放課後など）の場合
　月額 8,000 円／人
※長期休業時（春・夏・冬休み）などは、別途料金が
　必要です。
【申込書配布場所】　左の表にある各放課後児童クラ
ブ・こども家庭課・各支所住民福祉課
【申込先】　希望する放課後児童クラブへ直接お申し込
みください。
【問い合わせ】　○こども家庭課
○伊賀支所住民福祉課　☎ 45-9105　ＦＡＸ 45-9120
○島ヶ原支所住民福祉課　☎ 59-2163　ＦＡＸ 59-3196
○阿山支所住民福祉課　☎ 43-0332　ＦＡＸ 43-1679
○大山田支所住民福祉課　☎ 47-1151　ＦＡＸ 46-1764
○青山支所住民福祉課　　☎ 52-3228　ＦＡＸ 52-2174

【問い合わせ】こども家庭課
　☎ 22-9654　ＦＡＸ 22-9646

放課後児童クラブ名 所在地 定員
放課後児童クラブフレンズうえの 緑ケ丘中町 4354 番地 40 人
放課後児童クラブ

第 2 フレンズうえの 緑ケ丘本町 4153 番地 60 人
放課後児童クラブキッズうえの 上野徳居町 3276 番地 40 人
放課後児童クラブふたば 上野紺屋町 3181 番地 70 人
新居放課後児童クラブ 西高倉 3146 番地 30 人
三訪放課後児童クラブ 三田 986 番地の 1 25 人
放課後児童クラブウイングうえの 西条 114 番地 40 人
中瀬放課後児童クラブ

「ネバーランド」西明寺 105 番地 30 人
放課後児童クラブ風の丘 ゆめが丘２丁目 11 番地 60 人
放課後児童クラブ第 2 風の丘 ゆめが丘６丁目 6 番地 60 人
柘植放課後児童クラブ 柘植町 2407 番地の 10 20 人
西柘植放課後児童クラブ 新堂 160 番地 20 人
壬生野放課後児童クラブ 川東 1659 番地の５ 30 人
島ヶ原放課後児童クラブ 島ヶ原 4696 番地の９ 20 人
阿山放課後児童クラブ

「ポップコーン」馬場 1045 番地 30 人
大山田放課後児童クラブ

「あっとほうむ」平田 25 番地 30 人
放課後児童クラブ「げんきクラブ」桐ケ丘２丁目 266 番地 55 人

白色・青色申告の説明会、年末調整説明会
◆ 申告の時期が近づいています

【問い合わせ】課税課
　☎22-9613　ＦＡＸ22-9618

①所得税白色申告者の記帳説明会
【とき・ところ】　
　11 月 13 日㈮　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
　ハイトピア伊賀　３階ホール
②所得税青色申告決算等説明会
【とき・ところ】
○ 11 月 13 日㈮　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
　ハイトピア伊賀　３階ホール
○ 11 月 17 日㈫　午前 10 時～正午
　名張市武道交流館いきいき　会議室（名張市蔵持町
里 2928 番地）
※平成 27 年分青色決算書用紙は確定申告書用紙など
　に同封して送付します。（電子申告の人には送付し
　ません。）
　なお、確定申告書用紙や青色決算書用紙は、国税庁
ホームページからダウンロードできます。

③平成 27年分年末調整等説明会
＜郵便番号が〒 518-0000 ～ 518-0227 の人、

前 3桁が〒 519の人＞
【とき・ところ】
　11 月 18 日㈬　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
＜郵便番号が〒 518-0801 ～ 518-1429 の人＞
【とき・ところ】　11 月 19 日㈭　午前 10 時～正午
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
※説明会に関する書類は対象となる人に事前に送付
　しますので、当日必ず持参してください。不足する
　書類がある場合は、説明会場または上野税務署で配
　付します。
【問い合わせ】
　①②：上野税務署個人課税第一部門　☎ 21-0289
　③：上野税務署 法人課税部門　☎ 21-0953


